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商標判例読解58

事件番号：平成29年（ワ）第123号差止請求事件（『ジョイファーム』）
係	属	部：東京地方裁判所民事第29部
判	決	日：平成30年２月14日
結　　論：請求棄却
関連条文：
出　　典：裁判所ウェブサイト
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★キーポイント
　　登録商標の指定役務が小売等役務である場合
に、その類似範囲に小売の対象となる商品が含
まれるのか、被告各「商品」は本件指定「役務」
に類似するか、が争点となっている。本件では、
登録商標の指定役務が小売等役務である場合に、
その類似範囲に小売の対象となる商品は類似範
囲には入らないとされ、差止請求が棄却となっ
た。小売商標と商品商標の類否につて争われた
事件は多くはなく、同様の争点について争われ
た商標「モンシュシュ」事件では、類似範囲に
含まれると判断されている。

一．事案の概要等

１．事案の要旨
本件は、第35類「加工食料品の小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供」
（以下「本件指定役務」という。）を指定役務とす
る「ジョイファーム」との標準文字の登録商標（以
下「本件商標」という。）に係る商標権（以下「本
件商標権」という。）を有する原告が、被告が被告
商品の包装に被告標章目録記載１又は２（下記参
照）の各標章を付する行為等が本件商標権を侵害
するものとみなされる（商標法37条）旨主張して、
被告に対し、商標法36条１項に基づき、被告各商
品の包装に被告各標章を付す行為並びに被告商品
１の包装に被告標章１を付したもの及び被告商品
２及び３の包装に被告標章２を付したものの販売
若しくは販売のための展示の差止めを求めた事案
である。

被告標章目録１（囲った部分）

被告標章目録２（囲った部分）

２．前提事実（当事者間に争いがないか、後
掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認
められる事実）
⑴　当事者

ア　原告は、宮城県内の農園でブルーベリー等
を栽培し、ブルーベリーソース、ブルーベ
リージャム等に加工して「ジョイファーム」
ないし「ジョイ・ファーム」という屋号で販
売するなどしてきた者である。
イ　被告は、神奈川県小田原市周辺の農家で組
織された、農産物の生産、加工及び販売等を
業とする「有限会社ジョイファーム小田原」
という商号の特例有限会社（会社法の施行に
伴う関係法律の整備等に関する法律３条２
項）である。

⑵　本件商標権

原告は、次の事項により特定される本件商標
権を有している。
登録番号　第5848068号
登録商標　ジョイファーム（標準文字）
出	願	日　平成26年11月11日
出願番号　商願2014－099298
登	録	日　平成28年５月13日
　　　　　商品及び役務の区分並びに指定役務
第	35	類　	加工食料品の小売又は卸売の業務に

おいて行われる顧客に対する便益の
提供

⑶　被告の行為

ア　被告は、被告各商品を製造、販売している。
イ　被告は、被告商品１（緑

あお

みかんシロップ）
を販売するに当たって、被告商品１の容器に


